
令和６年度から，専攻の区分「国際関係」の修得単位の審査の基準を改正します。改正後の審査基

準による学位授与申請の受付は，令和６年度４月期からとなりますので注意してください。 
 

 

専攻の区分                                    専攻分野の名称 

17 国際関係                                   教養又は学芸   
 

国際関係は，世界を一つの国際社会と考えてその社会の中の諸集団の相互関係に注目する学問分野である。こ

の分野では，国際社会の平和と繁栄を目標として多角的な視座から学修することが求められる。なかでも平和

を達成するための基礎領域である国際政治に関する科目および繁栄を達成するための基礎領域である国際経済

に関する科目の学修は必須である。また，国際機構に関する科目，国際開発に関する科目および関連科目につ

いても，国際関係にかかわる多様な課題の解明につながる知識を得るために幅広く学修することが望ましい。 

 

● 修得すべき専門科目と関連科目の単位（62 単位以上） 

専

攻

に

係

る

授

業

科

目

の

区

分 

専門科目（32 単位以上）  

○国際政治に関する科目（８単位以上） 

○国際経済に関する科目（４単位以上） 

○国際機構に関する科目 

○国際開発に関する科目 

 

関連科目（８単位以上）  

◇比較文化に関する科目 

◇地域研究に関する科目（各地域の言語に関する科目を除く） 

◇科学技術論に関する科目
 

 

 

■専門科目の例■ 

○国際政治に関する科目 

国際政治史，国際関係史，外交史，国際政治論，国際法，国際人権論，国際関係論，地域統合論， 

国際統合論，安全保障論，平和論，国際交流論，グローバル・ガバナンス論など 

○国際経済に関する科目 

国際経済論，国際貿易論，国際取引法，国際金融論，国際経営論，経済統合論など 

○国際機構に関する科目 

国際機構論，国際連合論，平和構築論，ＧＡＴＴ／ＷＴＯ論，ＮＧＯ論など 

○国際開発に関する科目 

国際開発論，経済発展論，国際環境論，多国籍企業論，人口論，国際開発政策など 

 


